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第１章 バリアフリー新法及び基本構想について 

 

１. バリアフリー新法の背景となりたち 

わが国では、急速に高齢化が進展しており、平成 27 年（2015 年）には国民の４人に１人が 65

歳以上となる本格的な高齢社会を迎えることが予測されています。また、障がいのある人が障がい

をもたない人と同等に生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念や、すべての

人が利用しやすいことを考慮してまちづくりやものづくりを行う「ユニバーサルデザイン」といっ

た考え方が浸透し、障がいのある人が障がいをもたない人とともに活動し、サービスを受けること

のできる社会の形成が求められるようになっています。 

このため、高齢者や障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことのできる環境の整

備が急務となっており、建築物については、平成6年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき

る特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）」が制定され、不特定多数の人々が利用

する一定規模（2,000 ㎡）以上の建築物の建築等において利用円滑化基準への適合が義務づけられ

ました。また、平成 12 年には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の

促進に関する法律（交通バリアフリー法）」が制定され、鉄道やバスをはじめとする公共交通機関

に加え、鉄道駅等の周辺の道路や駅前広場、通路等の連続した移動経路について、新設時に移動等

円滑化基準への適合が義務づけられたほか、基本構想を活用した鉄道駅を中心とした駅前広場や道

路等の交通用施設の総合的なバリアフリー化が推進されることとなりました。 

さらに平成 18年 12 月には、交通バリアフリー法とハートビル法が統合され「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリアフリー新法」という。）が施行されました。

このことにより、従来の交通バリアフリー法が対象としていた公共交通機関の旅客施設や車両、駅

前広場、道路、通路、及びハートビル法が対象としていた建築物に加えて、福祉タクシーや路外駐

車場、都市公園についてもバリアフリー化の対象とされ、より一体的なバリアフリー化を推進する

ための法制度が整えられました。 

本市においても、八幡市福祉のまちづく

り要綱を定めるなど、バリアフリー化への

取り組みを積極的に進めてきましたが、こ

の機を捉え基本構想を策定することにより、

より積極的なバリアフリー化に取り組んで

いきます。 
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２. バリアフリー新法の基本的枠組み 

バリアフリー新法の基本的枠組みは次のようになっています。 
  
 基本方針（主務大臣）  

・移動等円滑化の意義及び目標 

・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者が移動等円滑化

のために講ずべき措置に関する基本的な事項 

・市町村が作成する基本構想の指針                          等 
 

 
関係者の責務  

・関係者と協力しての施策の持続的かつ段階的な発展（スパイラルアップ）【国】 

・心のバリアフリーの促進【国及び国民】 

・移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】 

・移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】 
 

 
基準適合義務等   

 以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務 

既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務  

・旅客施設及び車両等 

・一定の道路（努力義務はすべての道路） 

・一定の路外駐車場 

・都市公園の一定の公園施設（園路等） 

・特別特定建築物（百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数又は主として高齢者、障害者等が利用

する建築物） 

 

 

特別特定建築物でない特定建築物（事務所ビル等の多数が利用する建築物）の建築等に際し移

動等円滑化基準に適合させる努力義務 

（地方公共団体が条例により義務化可能） 

 

誘導的基準に適合する特定建築物の建築等の計画の認定制度 
 

重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進 
 

 住民等による基本構想の作成提案  

 
    
 基本構想（市町村）   協議会  

・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、

障害者等が生活上利用する施設の所在する一定の

地区を重点整備地区として指定 

・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に関

する基本的事項を記載       等 

 

協議 市町村、特定事業を実施すべ

き者、施設を利用する高齢

者、障害者等により構成され

る協議会を設置 

 
  
 事業の実施  

・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安委員

会が、基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施する義務（特定事業） 

・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務 

 
    
 支援措置   移動等円滑化経路協定  

・公共交通事業者が作成する計画の認定制度 

・認定を受けた事業に対し、地方公共団体が助成

を行う場合の地方債の特例     等 

 

・重点整備地区内の土地の所有者等が締結

する移動等の円滑化のための経路の整備

又は管理に関する協定の認可制度 
 


